
１９７３

★松戸市学童保育連絡協議会
（市連協）が発足

１９９７～１９９９

委託方式の移行に
向けて
[市]と[市連協]で

を
重ねる

１９７９～１９８１
松戸市によって

「助成方式（補助事業）」が望ましいと提言
「助成要綱」「運営要綱」が定められる

学童保育の
誕生です。

＜ 市連協 （１９７３～） ＞

★学童保育所を増やそう
・・・市への要望 ・ 市との話し合い

★子どもをみんなで育てよう
・・・保護者会を充実させよう

★よりよい保育を目指そう
・・・保護者と指導員で協力しよう

★みんなで支え合おう
・・・１９８４ 「共済会」が発足

・・・１９９１ 「プール制」が発足

２０００
★松戸市役所部署の機構改革

★松戸市が

「委託方式への移行」を
事実上

に戻し、

「市民を含めた検討」を表明

２００１～２００２
「松戸市学童保育基盤整備検討会」
★運営を「法人格」を持つ事業者に移行
★事業主体は松戸市、運営主体は「NPO法
人」「社会福祉法人」とし、「（市内の）運営主
体を複数化」する

「運営主体の選択」
★松戸市が各学童保育所に対し、「運営法人
先を選択」するようにとの説明

２００２
２００２年７月
★市連協が運営主体の受け皿として「NPO法人を

設立する」ことを作ることを議決

２００２年９月２８日
★市連協が「NPO法人 松戸市学童保育の会」の
設立総会を開催・議決

２００２年１０月～１２月
★千葉県に「NPO法人」の設立の認証申請、認証、
設立登記を行う

２００３年２月２３日

「NPO法人 松戸市学童保育の会総会」を開催

市連協から巣立ち、法人があゆみ始める

1966年
松戸市に
第1号誕生

1973年
小金北

1975年
上本郷

1976年
小金原
（現・貝の花）

１９９６～１９９７
松戸市の「学童保育問題研究会」が

「順次、委託方式に移行すること」
を提言

1978年
高塚

（現・梨香台）

白紙

協議

★松戸市に「こども課」設置

松戸の学童保育と
松戸市学童保育の会のあゆみ
１９６６年度～２００２年度・法人設立までの３７年間

1981年
八柱

（現・河原塚）

1982年
大橋ありのみ

（現・大橋）

1986年
八ヶ崎
横須賀

1987年
松戸中央
（現・北部）

1992年
高木

ひまわり第２
（現・高木第二） 1995年

寒風台わんぱく
（現・寒風台）



NPO法人松戸市学童保育の会のあゆみ

２００３年度～２０１２年度

２００３ 法人運営スタート
（１２学童保育所・１３小学校区）

◆八柱（現・河原塚）
◆大橋ありのみ（現・大橋）
◆高木

◆高塚（現・梨香台）
◆八ヶ崎

◆松戸中央（現・北部）
◆ひまわり第２（現・高木第二）
◆寒風台わんぱく（現・寒風台）

◆上本郷
◆横須賀
◆⼩⾦原
◆小金北
（小金北小学校・殿平賀小学校）

２００４
児童数が８０名を超え、
多人数保育問題が

クローズアップ

２００６
小金北が多人数のため、
法人の裁量で殿平賀しぜん
（小金北分室）を開設

２００８
市は殿平賀小を新設扱いで

事業者を公募
★市は公募条件に運営か所数の

上限を設け、当法人を除外

２００９

殿平賀小学校区の運営から
やむなく撤退

２００４～
「おひさまフェスタ」スタート

２００７～２０１１
おひさまフェスタをあそびの普及を目的に
けん玉・コマなどの伝承遊びを中心に開催

2013年1月19日
10周年記念行事を
森のホールで開催

２００７

国が「放課後児童クラブガイドライン」を策定

２００９
市と松戸市放課後児童クラブ法
人連絡会で覚書を取り交わす
★児童数が70名を超える場合、
4年生以上を利用対象から除外

２０１０覚書が施行

法人の裁量で
希望する児童を

全員受け入れる

２００７～
寒風台・上本郷が多人数のため、
法人の裁量で
それぞれ借家で分室を開設

＜法人が大切に
してきたこと＞

★希望するすべての子どもが
入所できること

★保育内容を
向上させていくこと

★保育料の軽減を
市に求めていくこと

２０１１

市が施策を変更

★覚書が破棄される
１～６年生のすべて利用の対象になる

★保育料が軽減される

ただし、保育料軽減に見合う

補助金のアップがないため、
法人運営が圧迫される

2011年3月11日
東日本大震災
最後のお迎えまで

保育を継続
2007 移転
高塚

（現・梨香台）

2011 移転
大橋ありのみ

（現・大橋）



NPO法人松戸市学童保育の会のあゆみ

２０１３年度～２０２２年度

２０１４
国が
「設備及び運営に関する基準」

を策定

２０１４年７月３日
市が条例を施行

2015から利用対象を
正式に６年生までとする

２０１３～２０１９
おひさまフェスタ再開

２０２０年３月３日～
新型コロナにより臨時休校
休校に伴い、クラブは臨時開設

社会的なセーフティーネットの役割を担う

＜国の施策＞
2015年3月31日 「クラブ運営指針」を策定

2015～ 「認定資格研修」を開始

2022年2月～ 「処遇改善」を実施

２０１７
市から法人運営に対する指導

運営改善計画（案）を作成

法人の組織改革を進める

２０１７
２回目の保育料軽減

保育料軽減に見合う

補助金のアップがないため、
さらに法人運営が圧迫される

２０２０～現在
おひさまチャレンジカップ
新型コロナのため、各クラブで開催

２０１７・２０１８
市が委託事業化に向けて準備

２０１８
市が事業者を公募・プロポーザルを

実施

４か所を落選
2019

上本郷・小金原・小金北・横須賀の
運営を移譲

２０２２ 「２０周年を迎えて」

＜保育方針＞

１． 『自分の楽しみ』や『居場所』を見出せる『生活の場』を築く
２． 『発達段階』に沿った『心身』とも『健やかな成長』への支援
３． 一人ひとりの『主体性』を尊重し、『子ども目線』に立った保育
４． 『異年齢』のよさを活かした『創意工夫』がある保育

保育方針を大切にし、
子どもたちの最善の利益を求め続けていきます。

２０２０

委託金が改善

処遇改善を
実施

２０１９
委託事業開始 ・ クラブ名称を統一

委託金が明らかに少なく、職員

の待遇をさげる。また、担当課と
話し合いを重ねる
その後、緊急開設補助などを活
用して補填を行う

2014 移転
八ヶ崎

2017 移転
八柱

（現・河原塚）

2018 改修
ひまわり第２
（現・高木第二）

KIDSルームを受託

高木・八ヶ崎・北部
各小学校で開設


